
1.派遣労働者を特定する行為の禁止について
　労働者派遣法26条 6 項は、「労働者派遣（紹介

予定派遣を除く。）の役務の提供を受けようとす

る者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働

者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者

を特定することを目的とする行為をしないように

努めなければならない」（下線は筆者）としてい

ます。これは、派遣先が、自己の下に派遣される

派遣労働者を特定しないように努めなければなら

ない（以下、「特定行為の禁止」ともいいます）と

いう趣旨です。この規定は、そもそも労働者派遣

とは、［図表］のような構造を有しており、派遣労
働者を雇用する者は派遣元であって派遣先ではな

く、派遣労働者の採用の有無を決定するのはあく

まで派遣元であることを根拠とするものです。

　もっとも、ご質問にもあるように、実務におい

ては、派遣労働者となろうとしている者（以下、

派遣労働予定者）が派遣先において就業を開始す

る前に、派遣先を職場見学するということは広く

見られるところです。この職場見学と特定行為の

禁止の関係について、「派遣先が講ずべき措置に関

する指針」（平11.11.17　労告138、最終改正：

令 2.10. 9　厚労告346）は、「第二」の「三　派遣

労働者を特定することを目的とする行為の禁止」

において、「派遣先は、（中略）派遣元事業主が当該

派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働

者について、労働者派遣に先立って面接すること
（中略）等派遣労働者を特定することを目的とする

行為を行わないこと。なお、派遣労働者又は派遣

労働者となろうとする者が、自らの判断の下に派

遣就業開始前の事業所訪問（中略）を行うことは、

派遣先によって派遣労働者を特定することを目的

とする行為が行われたことには該当せず、実施可

能である」と規定しています。すなわち、派遣労

働予定者が自らの判断で職場見学を行うことは禁

止されていませんが、派遣先の「面接」（いわば、

派遣先がその採否を決定するような性質のもの）

と解されるような行為は行えません（なお、上記
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指針は、派遣先側から職場見学等を要求すること

を禁止している点に注意が必要です）。

2.職場見学の結果による派遣先の対応の可否
　上述1.のとおり、派遣先としては、派遣労働予
定者の「面接」や、職場見学の要求は禁止されて

いますが、実際に職場見学が行われた際に、業務

と人材が不適合と見受けられることがあります。

この場合、派遣労働予定者が派遣先での就業を辞

退することは問題ないとされていますが、派遣先

が派遣労働予定者の受け入れを中止することは、

上述の特定行為の禁止との関係で問題となります。

　この点、特定行為の禁止の該当性の基準につい

て、正面より説示した裁判例は見当たりませんが、

特定行為の禁止の趣旨（派遣先による派遣労働者

の採否の決定の禁止）から考えると、おおむね以

下のように解されるでしょう。

　まず、派遣先が、ある派遣元会社より一定人数

の派遣労働予定者を受け入れることを前提として、

複数の派遣労働予定者から選別するような場合、

派遣労働者の「特定」に該当すると思われます。

また、派遣先より明確な要求があり、職場見学が

行われるに至ったという経緯があり、その上で、

派遣先より職場見学の後に派遣労働予定者の受け

入れを取りやめたような場合も、やはり、派遣労

働者の「特定」に該当することが多いと考えられ

ます。

　一方、派遣先としては、派遣労働予定者の受け

入れが決まっておらず、派遣労働予定者側の判断

により職場見学が行われ、その結果、派遣先が想

定し派遣元も知り得ていた事項（典型的な例とし

ては、派遣先より派遣元に告知していた事項）に

ついて、派遣労働者に求められる適性を欠いてい

たような場合、派遣労働予定者個々人に着目した

選別というより、労働者派遣契約を結ぶに当たっ

ての問題と解することができ、派遣先として、派

遣労働契約の締結に至らないということも可能と

なると思われます。もっとも、派遣先が派遣労働

者につきどのような範囲の適性も求め得るという

ものではなく、業務に関連するものに限られます

ので、性別や年齢をもって適性を判断することは

できません（労働施策総合推進法 9条、職業安定

法 3条）。

　なお、特定行為の禁止に抵触すると解された場

合、罰則はありませんが、行政処分においては改

善命令（労働者派遣法49条 1 項）の対象になりま

す。

3.実務上のポイント
　派遣先としては、派遣労働契約締結に当たり、

派遣元との間で、どのような業務能力、適性を有

する人材を想定しているのか、派遣契約締結前に

よく意識共有をしておくことが有用です（それは、

派遣労働予定者受け入れ前のみならず、派遣労働

予定者を受け入れた後のトラブルにおいても、役

に立つことがあります）。ただし、特定行為の禁止

に該当しないよう、職場見学を積極的に派遣元に

求めることは自制すべきでしょう。

 �労働者派遣の構造図表

指揮命令雇用契約

労働者派遣契約 派遣先＝派遣労働者を
指揮命令する者派遣元＝雇用者

派遣労働者＝被雇用者
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